
議員提出第１号議案  

 

東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例  

 

上記の議案を提出する。  

 

  平成２４年３月２１日 
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東京都台東区議会議長  青 柳 雅 之  殿 

 

（提案理由）  

 この案は、費用弁償としての日額旅費を廃止するため、提出し

ます。  



東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例  

 

東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和３１年１２月台東区条例第１９号）の一部を次のように改

正する。  

第７条第１項中「招集に応じ、若しくは委員会に出席するため

旅行したとき、又は」を削り、「公務のため」の次に「台東区の区

域外に」を加え、同条第２項を削り、同条第３項中「に定めるも

ののほか、議長等及び議員が公務のため旅行したときに支給する

第１項」を削り、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、

同項を同条第２項とし、同条第４項を同条第３項とする。  

付 則  

（施行期日）  

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この条例による改正後の東京都台東区議会議員の議員報酬及

び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に

出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、

なお従前の例による。  


